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報告第７号 

 

   専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

令和７年３月６日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和７年２月２１日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

物損事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 

円 

42,900  

   （車両修理費） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊ 令和６年 

１０月９日 

静岡市清水区 

駒越 

２３５９番地の

２４ 

 公用車から降りよう

と運転席側ドアを開け

たところ、隣に駐車して

いた相手方車両に接触

し、左側ドアを損傷させ

た事故である。 

円 

37,400  

 （汚水桝蓋修理費）  

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 令和６年 

１１月６日 

静岡市葵区 

平和三丁目 

１４番１２－ 

２号 

 駐車場内で救急車両

を後退させたところ、汚

水桝蓋を損傷させた事

故である。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和７年２月２１日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

交通事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 

円 

188,800  

（車両修理費相当額） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 令和６年 

１０月１４日 

静岡市清水区 

中之郷一丁目 

５番３３号地先 

公用車で走行中、車線

変更する際に相手方車

両と接触し、フロントバ

ンパー等を損傷させた

事故である。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和７年２月２５日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

物損事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 

円 

113,595  

 （車両修理費）  

静岡市葵区 

新間 

５０４番地の

１ 

 

有限会社ＡＭ

Ｔ 

代表取締役 

長嶋 淳 

令和６年 

１１月１０日 

静岡市葵区 

相俣 

９９番地の１ 

 ホースカーを移動さ

せたところ、相手方車両

と接触し、右側ボディ等

を損傷させた事故であ

る。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和７年２月２６日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

静岡市学校運営協議会委員報酬未払による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 

事故の概要 
住 所 氏 名 

円 

678 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊  静岡市学校運営協議会の委員報酬が未払い

となっていたため、遅延損害金を支払うもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

572 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

566 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

566 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊  

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

539 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 
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円 

510 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

510 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

510 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

510 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

486 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

483 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

483 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

円 

453 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

426 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 
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円 

426 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

426 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

423 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

423 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

400 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

373 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

373 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

340 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

339 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 
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円 

339 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

332 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

332 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

306 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

306 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

260 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

円 

260 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

260 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

260 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 
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円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 
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円 

250 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

250 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

250 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

230 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

219 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

219 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

円 

219 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

193 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 
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円 

193 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

193 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

170 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

170 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

170 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

円 

170 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

170 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

170 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 
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円 

166 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

166 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

132 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

円 

132 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

円 

132 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

132 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

113 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

円 

113 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊ 

13



円 

113 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

113 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

113 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

113 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

110 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊ 
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円 

106 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

106 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

106 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

円 

84 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 
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円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

16



円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

80 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

57 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

57 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

17



円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

18



円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

53 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

円 

53 

（遅延損害金） 

 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

円 

27 

（遅延損害金） 

＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

＊＊ 

＊＊＊＊ 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和７年２月２６日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

施設管理下における傷害事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 

円 

    3,640 

   （治療費） 

東京都中央区 

東日本橋三丁

目 

１０番４号 

東京実業健康

保険組合 

理事長 

栗田 和雄 

令和６年 

３月１１日 

静岡市清水区 

長崎 

７４０番地の１  

静岡市立有度北こ

ども園 

  

 保育中、園児が別の園

児の左目を指で突き、左

眼球角膜びらんの傷害

を負わせた事故である。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和７年２月２７日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

施設管理下における物損事故による損害賠償の額の決定について 

損害賠償の額 
損害賠償の相手方 事故発生 

年月日・場所 
事故の概要 

住 所 氏 名 

円 

634,370  

 （エントランス 

修理費） 

静岡市葵区 

弥勒二丁目 

５番２２号 

静岡県韓国人

商工協同組合 

代表理事 

金 成根 

令和５年 

４月２４日 

静岡市葵区 

弥勒二丁目 

５番２２号 

 安倍川義夫の碑敷地

から伸びた樹木の根が、

相手方所有の建物のエ

ントランスを損傷させ

た事故である。 

 

21



報告第８号 

 

   専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、工事請負契約金額の変更について、次のとおり

専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

令和７年３月６日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 
専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、工事請負契約金額の変更について、次のとおり

専決処分する。 
令和７年２月２１日 

 
静岡市長  難 波 喬 司     

 
工事請負契約金額の変更について 

工 事 名 契約金額（円） 変 更 概 要 

令和５年度駿県橋債第１号 
（一）静岡焼津線（石部海上橋） 
橋梁耐震補強補修工事 
（令和５年１０月１１日議決） 
 

 

当初 
819,500,000 

第１回変更後 

842,447,100 

 

工期内に資材価格や労務単価が

著しく変動したため、静岡市建設工

事請負契約約款第26条第６項の規

定により、増額の変更を行う。 

 

（当初議決より 
 22,947,100円増額（2.80％増）） 
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専 決 処 分 書 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、工事請負契約金額の変更について、次のとおり

専決処分する。 

令和７年３月３日 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

工事請負契約金額の変更について 

工 事 名 契約金額（円） 変 更 概 要 

令和５年度環ご第１号 
一般廃棄物最終処分場埋立地等造

成工事 
（令和５年７月１１日議決） 

 
第１回変更 
 令和５年１１月２０日報告 
第２回変更 
 令和６年７月１０日報告 
第３回変更 
 令和６年１２月１１日報告 
 

当初 

3,098,238,000 

第１回変更後 

3,076,986,000 

第２回変更後 

3,050,269,200 

第３回変更後 

3,051,281,200 

第４回変更後 

3,065,348,000 

 

盛土工において現地発生土を自

走式土質改良機により混合し盛土

材とするにあたり、混合不可能な大

きさの玉石を除去する必要が生じ

たため、玉石除去工を増工する。 

 

（当初議決より 

32,890,000円減額（1.06％減）） 
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